
問商工観光課 ☎７３－６６３２
これ知っとる!? ７ 月 ７ 日 は そ う め ん の 日 で す

問商工観光課 ☎７３－６６３２
これ知っとる!? 九州オルレ南島原フォトコンテスト開催中 10広報 2017.７南島原11 広報 2017.７南島原 グランプリは韓国往復航空券！ !

問 健康対策課　☎７３－６６４３

問 秘書広報課  ☎７３－６６２２

市 政 懇 談 会 を 開 催 し ま す

●時 間／午後７時30分～９時00分＊各会場共通

８月１日㈫

期　　日

口之津公民館
（口之津・加津佐地区）

開　催　場　所

７月27日㈭ 布津世紀の泉
（深江・布津地区）

７月28日㈮ ありえコレジヨホール
（有家・西有家地区）

７月31日㈪ 原城オアシスセンター
（北有馬・南有馬地区）

※午後７時～ 市のPR映像などを放映します。
※どの日程にも自由に参加できます。
※会場については、２地区の隔年で開催しています。
　例：28年度…深江公民館、29年度 布津世紀の泉

あなたの を市長に届けよう！声

どなたでも
参加ＯＫ！

●普段、市政について思っている
こと、提案したいことなど、小
さなことでもＯＫ！

●市長と一緒に南島原の未来を語
りましょう！

●お気軽にご参加ください！

問 社会を明るくする運動事務局（市民サービス課内）
☎７３－６６４７

中学生弁論大会
～社会を明るくする運動～

　７月は「社会を明るくする運動」の強調月間です。
　運動の一環として、地域住民の理解と協力を訴える
ことを目的に、中学生による弁論大会を開催します。
　犯罪のない、明るい社会を訴える子どもたちの声を
聞きにぜひご来場ください。

と7月25日㈫　午後１時 開会
ばありえコレジヨホール
●発表内容
　少年の非行防止、健全育成、地域活動への参加など
●出場者…16人（市内中学校代表各2人）
●主催／南島原市、長崎保護観察所、島原地区保護司会

　わずか40分で救うことができる命があります。
　輸血用の血液は、現在の科学技術をもってしても、
まだ人工的に作ることができず、また、全血献血の血
液は、採血後21日間しか使用することができません。
　そのため、輸血に必要な血液を、いつでも十分に確
保しておくためには、絶えず誰かの血液が必要となり
ます。献血にかかる時間は、全血献血の場合、受付か
ら採血後の休憩まで約40分。そのわずかな時間に
よって、大切な命を救うことができるのです。
　献血へのご協力をお願いします。
●全血献血…400㎖献血と200㎖献血があり、血液
中のすべての成分を献血していただく方法。

7月は「愛の血液助け合い運動」
月間です

町　名

深 江 町

支　援　セ　ン　タ　ー　名

子育て支援センターはやて
 （瀬野保育園）　☎７２‒６９６１

開 設 日 時

火・木・金曜日
10：00～15：00

イ ベ ン ト ・ 講 習 会 情 報

布 津 町
子育て支援センターリリパット
（文華保育園）　☎７２‒２１０６

火～土曜日
9：00～14：00

有 家 町
地域子育て支援センター杏クラブ
（白百合保育園）　☎８２‒８４１０

月～金曜日
9：00～14：00

西有家町
長野子育て支援ポエム

（長野保育園）　☎８２‒０２７１
月・水・金曜日
8：30～15：30

・７月11日㈫　ベビーマッサージ
・７月22日㈯　夕涼み会

・７月12日㈬　かき氷で茶話会
・７月26日㈬　ガラスタイル デコ

・７月７日㈮　七夕・誕生会
・７月14日㈮　親子ビクス教室

・７月14日㈮　料理教室
・７月21日㈮　お楽しみ会・誕生会

・７月10日㈪　月に一度の勉強会
・７月28日㈮　おたのしみ会

・７月11日㈫　紅茶の講座
・７月24日㈪　親子でLet’s play in English!!

・７月11日㈫　夏のすずしいかざり作り
・７月18日㈫　柔軟剤を作ってみよう南有馬町

南有馬子育て支援センター
（大江保育園）　☎８５‒２２８８

月～金曜日
9：00～14：00

口之津町

加津佐町

子育て支援センターたんぽぽ
（口之津保育園）　☎７３‒６０００

お宮の子育て支援センター
（若木保育園）　☎８７‒５１５１

月・水・金曜日
9：00～15：00

月～金曜日
9：00～15：00

＊市ホームページに各支援センターの行事予定などを掲載しています。
南島原子育て支援センター

市は、子育て親子を応援します。
お悩み、ご相談がある場合は、お気軽に連絡ください。 
また、市内15ヵ所にある子育て支援センターでも、
子育てに関する相談、情報提供を行っています。
なお、 イベント ・ 講習会の日程などは変更になる場合が
ありますので、事前に支援センターに確認をしてください。

問こども未来課　☎７３ｰ６６５２

問 福祉課 ☎７３－６６５１　または　各支所市民窓口班

ご存じですか？「特別障害者手当」のこと

　20歳以上で、身体または精神に重度の障がいを有
し、常時特別の介護を必要とする人に支給されます。
●支給制限
　次のいずれかに該当するときは支給されません。
　◎社会福祉施設に入所しているとき。
　◎病院などに継続して３カ月を超えて入院するとき。
　◎所得制限を超えているとき。

　20歳未満で、身体または精神に重度の障がいを有
し、常時の介護を必要とする人に支給されます。
●支給制限
　次のいずれかに該当するときは支給されません。
　◎障がいを支給理由とする公的年金など（特別児童
　　扶養手当を除く）を受給しているとき。
　◎社会福祉施設に入所しているとき。
　◎所得制限を超えているとき。

特別障害者手当 障害児福祉手当

※支給額、支給の制限など詳細については、お問い合わせください。

＊省略文字説明／と：日時　ば：場所　な：内容　定：定員　り：料金　対：対象者
　　　　　　　　し：応募締切　も：申込方法　問：申し込み・お問い合わせ

市役所の担当課が
わからないときは ☎73－6600 へ

南島原市役所市役所の担当課が
わからないときは ☎73－6600 へ

南島原市役所


